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１ 施策の体系 
以下に示す施策の体系では、第 2章の緑の将来像として示した基本理念および5つの基本方針、

将来像図そして目標の実現に向けた具体的な取り組みとなる 14 の施策系統を示しています。 

また、基本方針を横断する取り組みとして重点プロジェクトを示しています。 

なお、38頁から 54 頁では、基本方針と施策系統に沿った 70 の個別施策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画実現のためにどうするか 

基本方針 施策系統 

崖線樹林の保全崖線樹林の保全崖線樹林の保全崖線樹林の保全    

山地や丘陵地の保全山地や丘陵地の保全山地や丘陵地の保全山地や丘陵地の保全    

水辺環境の保全水辺環境の保全水辺環境の保全水辺環境の保全    

歴史・文化歴史・文化歴史・文化歴史・文化に育まれた緑のに育まれた緑のに育まれた緑のに育まれた緑の保全保全保全保全    

農農農農的環境の的環境の的環境の的環境の利用利用利用利用促進と再生促進と再生促進と再生促進と再生    

山地や丘陵地の山地や丘陵地の山地や丘陵地の山地や丘陵地の森林の育成森林の育成森林の育成森林の育成    

緑への愛着心の育成緑への愛着心の育成緑への愛着心の育成緑への愛着心の育成    

協働協働協働協働による緑づくりによる緑づくりによる緑づくりによる緑づくり    

緑資源の有効活用緑資源の有効活用緑資源の有効活用緑資源の有効活用    

公共公益施設の緑公共公益施設の緑公共公益施設の緑公共公益施設の緑の充実の充実の充実の充実    

民有地の緑の充実民有地の緑の充実民有地の緑の充実民有地の緑の充実    

人が集い、緑人が集い、緑人が集い、緑人が集い、緑とふれあう拠点づくりとふれあう拠点づくりとふれあう拠点づくりとふれあう拠点づくり    

利用したくなる緑の拠点の充実利用したくなる緑の拠点の充実利用したくなる緑の拠点の充実利用したくなる緑の拠点の充実    

緑とつながる人緑とつながる人緑とつながる人緑とつながる人づくりづくりづくりづくり    
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２ 重点プロジェクト 
重点プロジェクトとは、基本理念および 5 つの基本方針を実現するために、具体的な個別施策

を総合的に展開し、効果的・効率的に取り組んでいくプロジェクトです。 

本計画では、青梅の緑のまちづくりの中心拠点である「青梅の森」づくりと、市内で産出される

木材等の活用、さらに、公園緑地等の若返りを図った施設の点検・改修や緑の更新・維持管理を重

点プロジェクトとして示しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重
 
点

 
プ

 
ロ
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ェ

 
ク

 
ト

 

 

青梅の緑のまちづくりの中心拠

点である「青梅の森」において、

市民協働による緑の保全・維持管

理を進めます。また、市民ボラン

ティアの組織化やボランティアリ

ーダーの育成により、活動を継続

的に行います。 

さらに、「青梅の森」の生き物や

景観に配慮しつつ、利用促進を図

った手入れや整備を進めるととも

に、資源を活かした自然体験・環

境教育を実施します。 

人と緑、人と人がつながる「青梅の森」づくり 

[[[[        関連する施策関連する施策関連する施策関連する施策 (頁数)]]]]    

１ 青梅の森特別緑地保全地区の自然環境の
保全 (38 頁) 

17 生き物や景観に配慮した森林整備 (42 頁) 

19 森林の隣接部の手入れ (42 頁) 

30 山地の利用促進を図った整備 (45 頁) 

38 市民協働による「青梅の森」の保全・運営 

(47 頁) 

42 緑を活かした環境教育・自然体験等の推進 

(48 頁) 

56 行政における緑のまちづくり体制の充実 

(51 頁) 

60 ボランティアリーダーの育成 (52 頁) 

施策 

番号 

 

かつての杣保のように健全な森林資源の継承

を図り、木材を利用した製品の需要を把握すると

ともに、木材の活用方策を検討し、活用を促進し

ます。 

林業によって産出される木材の市内や都内で

の利用促進や、そのための PRを進めます。 

保全活動や管理によって生じる材木や落ち

葉・せん定枝等の再利用方策を検討します。 

「杣保」で産み出される木材の活用 

[[[[        関連する施策関連する施策関連する施策関連する施策 (頁数)]]]] 

16 森林の機能の維持と
資源の育成 (41 頁) 

29 青梅から産出される
材の活用促進 (45 頁) 

37 落ち葉・せん定枝等の
リサイクル利用 (46 頁) 

45 緑に関する情報の発信 

(48 頁) 

施策 

番号 

 

公園緑地等の老朽化した施設や大きく

生長しすぎた樹木等の若返りを図ります。

施設については、定期的な点検と計画的な

改修を推進し、生長しすぎた樹木等につい

ては、安全面や防犯面を考慮して伐採等を

行い、環境・景観等に配慮した樹種を選定

するなどの緑の更新を進めます。 

駅前や道路沿いでは、若さあふれるまち

を緑により演出します。 

さらに、若返った公園などを安全・安

心・快適に利用してもらうため、市民ボラ

ンティア等による維持管理体制を充実し

ます。 

公園などの若返り作戦 

[[[[        関連する施策関連する施策関連する施策関連する施策 (頁数)]]]]    

40 市民参加による公園緑地等の
維持管理体制の充実 (47 頁) 

46 身近な公園緑地等の改修 (49 頁) 

50 環境・景観等を考慮した公園緑地
等の緑の更新 (50 頁) 

51 青梅を代表する公園緑地等の
魅力向上 (50 頁) 

58 緑のボランティアの育成 (51 頁) 

63 駅前の緑化修景 (53 頁) 

66 道路沿いへの花壇等の設置 (53 頁) 

施策 

番号 
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３ 個別施策 
施策系統ごとの考え方とその系統に沿った個別施策を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個別施策の見方】 

各個別施策では、行政による取り組みの主体となる主な担当課やその施策の重点プロジェクト

との関連を示します。また、上位計画である「青梅市都市計画マスタープラン」の地形や土地利

用などの特徴や生活圏のまとまりを考慮した「地域別構想」の区分による実施の有無、および従

前の計画にはなかった新規施策の実施時期を示します。 

 

 

 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

１  
・ 

 

・ 

●●●課 

■■■課 

▲▲▲課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●     ★  

 

【地域別の実施時期】 

継続：引き続きその地域で取り組む施策 

前期前期前期前期：1～ 2 年のうちに実施する新規施策 

中期中期中期中期：3～ 5 年のうちに実施する新規施策 

後期後期後期後期：6～10 年のうちに実施する新規施策 

【重点プロジェクトに関連する施策】 

★：36頁に示した重点プロジェクト 

に関連する施策 

【新規】 

●：従前の計画には 

なかった新規施策 

【番号】 

個別施策の通し番号（1 から 70 まで） 

【施策名・内容】 

施策の名称とその取り組み内容 

【主な担当課】 

行政による取り組みの主体となる部署 

地域区分図 



第３章 計画実現のためにどうするか 

 38

 
 

 

御岳山や高水三山などの山地や長淵丘陵や加治丘陵などの丘陵地を法や条例等により保全して

いきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

1 
青梅の森特別緑地保全 

地区の自然環境の保全 

・都市緑地法にもとづく特別緑地保全地区の指定

により、自然環境を保全します。 

・「青梅の森事業計画（詳細は 75、76 頁参照）」

にもとづき、生物多様性の確保に配慮した保全

整備を進めます。 

公園緑地課 

農林課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続   ★   
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

2 

他都市と連携した 

「緑確保の総合的な 

方針」の実行 

・青梅の緑を都民共有の資産として、将来に引き

継いで行くため、東京都や他市町村と連携して

「緑確保の総合的な方針」に沿った事業を進め

ます。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

3 

青梅上成木森林環境 

保全地域の自然環境の 

保全 

・「東京都の自然保護条例」にもとづき指定され

た保全地域において、公益的機能の高い森林へ

の回復を目指したスギ・ヒノキ植林地から針広

混交林へと誘導します。 

公園緑地課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

   継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

4 
勝沼城跡歴史環境保全 

地域の自然環境の保全 

・「東京都の自然保護条例」にもとづき指定され

た保全地域において、丘陵地の歴史的遺産と一

体となった多様な自然環境を保全します。 

文化課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続      
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

5 

秩父多摩甲斐国立公園 

の自然環境の保全と 

特別地域の拡大検討 

・自然公園法の国立公園制度にもとづき、市域西

部の山地の良好な自然環境や風景の保全を図り

ます。 

・多摩川の河川敷まで指定されている特別地域の、

崖線部分までの区域の拡大を検討します。 

公園緑地課 

企画政策課 

商工観光課 

都市計画課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

  継続     
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

6 

長淵丘陵を含む都立 

自然公園の自然環境の 

保全 

・東京都の自然公園制度にもとづき、本市から羽

村市、あきる野市にまたがる「羽村草花丘陵自

然公園」の本市部分にあたる長淵丘陵の自然環

境を保全します。 

公園緑地課 

企画政策課 

商工観光課 

都市計画課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続      
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

7 
霞丘陵風致地区の 

良好な景観の確保 

・風致地区指定により、霞丘陵の緑が形成する美

観風致の保全を図るとともに、市街地からの良

好な眺望景観の確保に努めます。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続  継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

8 
森林の持つ機能に 

応じた保安林の指定 

・水源かん養、土砂流出・崩壊の防備、保健、風

致などの機能に応じた保安林の指定により、自

然環境・生活環境の保全を図るとともに災害の

防止に努めます。 

・「青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に

関する条例」による制限と指導を継続します。 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

9 民有地の森林の保全 
・「青梅市都市計画マスタープラン」の土地利用

方針にもとづき、山地や丘陵地の自然環境を保

全します。 

公園緑地課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
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多摩川とその支流や、荒川水系の成木川、黒沢川、霞川などの水辺環境の保全と自然復元を図り

ます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

10 多摩川の保全・整備 

・万年橋より下流は、「多摩川水系河川整備計画」

にもとづき、自然環境や水質に配慮しつつ、治

水機能の向上を図った多摩川の保全と整備につ

いて、国土交通省京浜河川事務所との協議等を

継続します。 

・万年橋より上流は、「多摩川上流圏域河川整備

計画」にもとづき、自然環境や水質に配慮しつ

つ、治水機能の維持を図った多摩川の保全と維

持管理について、東京都建設局と協議を実施し

ます。 

企画政策課 

環境政策課 

都市計画課 

計画調整担当 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続     
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

11 
多摩川沿いの良好な 

景観形成の推進 

・「青梅市多摩川沿い地区景観形成基本計画」に

もとづき、良好な景観形成を図っていきます。 

・多摩川沿いの市街地に、自然環境と調和した良

好な景観形成を誘導します。 

都市計画課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続     
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

12 
その他の自然豊かな 

河川の保全・整備 

・成木川や黒沢川などの自然豊かな河川の保全と

整備について、管理している東京都と協議・要

請を行うとともに、公共下水道や合併処理浄化

槽の整備による全市水洗化に向けた計画の推

進により、清流の維持、河川の水質向上に努め

ます。 

土木課 

下水工務課 

計画調整担当 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

13 
市街地を流れる河川の 

自然復元 

・霞川や鳶巣川などの市街地を流れる河川の自然

に配慮した整備・改修について、管理している

東京都との協議・要請を継続します。 

計画調整担当 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
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多摩川沿いを走る崖線樹林を法や条例等により保全するとともに、行政界を越えた他都市との連

携による保全の取り組みを進めます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

14 
法・条例等による 

崖線樹林の保全 

・「第 1 号千ヶ瀬特別緑地保全地区」の指定に

よる崖線樹林の自然環境の保全を図ります。 

・「立川崖線緑地保全地域」の指定により、崖線

と、それと一体となった樹林地、湧水池等の保

全を図ります。 

・「青梅市の美しい風景を育む条例」、「青梅市

多摩川沿い地区景観形成基本計画」により、多

摩川と一体となった景観の形成を図ります。 

公園緑地課 

都市計画課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続     
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

15 

地域連携による 

広域的な崖線樹林の 

保全 

・本市を含む 1 都 8市による「多摩川由来の崖

線の緑を保全する協議会」で策定した「崖線の

緑を保全するためのガイドライン」にもとづ

き、樹林の保全の具体的検討や普及啓発等を実

施します。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続     
 
 
 

 
 

 

御岳山や高水三山などの山地や長淵丘陵や加治丘陵などの丘陵地を、自然環境や良好な景観、安

全な生活環境等に配慮しつつ、適切に維持管理し、健全に育成していきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

16 
森林の機能の維持と 

資源の育成 

・「青梅市森林整備計画」にもとづき、森林のも

つ機能の発揮に向けた森林整備を推進します。 

・林家による「森林経営計画」の作成と計画に則

した森林育成を促進します。 

・「多摩地域森林計画」を基本とし、多摩の森林

再生事業等の東京都の施策を活用した森林整

備事業を推進します。 

・「東京都農林水産振興財団」による主伐事業、

花粉の少ない森づくり運動などの事業を活用

します。 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続  ★  
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

17 
生き物や景観に配慮 

した森林整備 

・生き物や景観に配慮した多様な樹種を用いた造

林・育林による針広混交林への誘導を進めま

す。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    中期中期中期中期    中期中期中期中期    ★   
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

18 

有害鳥獣捕獲による 

防除の計画の策定と 

実施 

・「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の

ための特別措置に関する法律」にもとづく有害

鳥獣捕獲による防除の計画を策定します。 

・シカをはじめとした有害鳥獣捕獲等の対策を進

めます。 

農林課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

19 森林の隣接部の手入れ 

・森林と宅地の境界部分において、生物多様性の

確保に配慮しつつ、安全性の向上や良好な景観

形成を図った樹木の剪定や伐採による管理を

行います。 

農林課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    中期中期中期中期    中期中期中期中期    ★   
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

20 新規採石事業の抑制 
・採石事業については、山地や丘陵地における鉱

物土石類の採取・土地の形質変更を行わないな

どの抑制方策を検討します。 

企画政策課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

   継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

21 
採石場跡地の修復活用 

の方向性検討 

・黒沢地区採石場跡地は、計画的な土地利用を目

指し、景観に配慮し、斜面緑地等の自然環境資

源を活用するよう誘導します。 

・その他の採石場跡地は周辺環境に配慮した自然

環境への復元を図ります。 

企画政策課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

   継続    
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社寺林や屋敷林、名木・古木などの保全方策を検討するとともに、文化財等の周辺の緑について

は、歴史・文化資源と一体となった維持管理を進めていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

22 
平地林や名木・古木等の 

保全 

・社寺林や屋敷林等の平地林や名木・古木をはじ

め、地域の象徴となっている樹木や生き物のす

みかとなっている樹木などの保全方策を検討

します。 

商工観光課 

文化課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

23 
歴史・文化資源と一体と 

なった緑の維持管理 

・市民協働により、文化財とその周辺の緑の継続

的な維持管理を行います。 
文化課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 
 
 

 

 

 

市街化区域の生産緑地地区や市街化調整区域の農地について、その保全・再生を図るとともに、

利用を促進していきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

24 
生産緑地地区の保全と 

利用 

・生産緑地地区制度により、市街化区域内農地の

適正な維持・保全および制度の活用を図りま

す。 

・定期的な巡回により、管理指導を継続します。 

・農地所有者の意向に応じ、農業体験農園等を推

奨します。 

都市計画課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

25 

市街化調整区域の 

平坦部における 

優良農地の集約化 

・「青梅市農業振興計画」にもとづく霞水田地区

と青梅インターチェンジ南側の地区の優良農

地の集約化を検討します。 

企画政策課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続      
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

26 

市街化調整区域の 

農地の利用促進方策の 

検討 

・「青梅市農業振興計画」にもとづき、農地の保

全と利用を推進します。 

・地場農産物の PRにより、生産促進と新たな農

業従事者の斡旋を図ります。 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    中期中期中期中期    中期中期中期中期    中期中期中期中期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

27 
防災協力農地の指定の 

推進 

・農地所有者の承諾を得つつ、一時緊急避難場所

として使用することに協力できる農地の指定

を推進します。 

農林課 

防災課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

28 梅の里の再生 
・「青梅市梅の里再生計画」にもとづき、ウメ輪

紋ウイルスへの対策と梅の里再生・復興を推進

します。 

商工観光課 

公園緑地課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
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山地・丘陵地やそこから産出される材、河川、崖線樹林などの緑資源を有効に活用するための整

備を進めるとともに、適切な利用やネットワーク的な利用により、活用を促進していきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

29 
青梅から産出される 

材の活用促進 

・保全活動や管理により生じた材木の再利用方策

を検討します。 

・公共建築物や施設内での利用促進を図った「公

共建築物等木材利用推進法」にもとづく市の条

例制定を検討します。 

・多摩産材の普及 PRを促進します。 

・東京都および「東京都農林水産振興財団」など

による木質バイオマス活用事業を活用します。 

環境政策課 

公園緑地課 

建築営繕課 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期     ★  
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

30 
山地の利用促進を 

図った整備 

・森林内の散策等の健康づくりにも貢献する山地

の利用促進を図り、自然環境に配慮したハイキ

ングコース、休憩施設等の整備・維持管理を推

進します。 

商工観光課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続 ★   

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

31 
多摩川と一体となった 

緑の活用 

・「多摩川水系河川整備計画」や「多摩川上流圏

域河川整備計画」にもとづき、国土交通省京浜

河川事務所や東京都建設局との協議等を行い

ながら、河川の親水性の向上を図った遊歩道等

の充実と施設点検を推進します。 

・市民団体と連携した体験型・学習型の親水事業

を実施します。 

商工観光課 

環境政策課 

計画調整担当 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

32 
市街地を流れる河川の 

活用 

・霞川や鳶巣川などの市街地を流れる河川の水と

親しめる空間の整備や災害時の消防水利の整

備について、管理している東京都との協議・要

請を行います。 

・市民団体と連携した体験型・学習型の親水事業

を実施します。 

計画調整担当 

防災課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

33 
多摩川の適切な 

利用に向けた検討 

・多摩川の河川敷で BBQを行うなどの河川利用

に対するルールの設定を検討します。 

・適切な河川利用の方針とその周知について、庁

内組織で調整するとともに、国土交通省京浜河

川事務所と協議します。 

企画政策課 

計画調整担当 

公園緑地課 

防災課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期           
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

34 
崖線樹林の活用方策の 

検討 

・「多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会」と

連携したイベントを開催します。 

・多摩川流域における親水事業に合わせた崖線樹

林の活用方策を検討します。 

公園緑地課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期           
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

35 
文化財等の保全と 

公園的活用 

・史跡等の文化財において、歴史・文化資源の保

全を図りつつ、公園的な活用を図った整備を推

進します。 

・安全・安心を考慮し、定期的に点検・補修を行

います。 

文化課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

36 

歴史・文化資源を 

活かしたまちあるき 

ネットワークの形成 

・史跡、寺社、名木・古木、美術館等と公園緑地

等の相互利用の活性化を図った「観光歩き道マ

ップ」等の広報による情報発信を推進します。 

・関係各課と関係団体との協働による案内板設置

等を検討します。 

文化課 

公園緑地課 

商工観光課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

37 
落ち葉・せん定枝等の 

リサイクル利用 

・公園緑地等や道路、学校等の維持管理で発生す

る落ち葉やせん定枝などの植物廃材のチップ

化・堆肥化・燃料化によるリサイクルを推進し

ます。 

・できあがったチップや堆肥、薪・ブロックの利

用を促進します。 

公園緑地課 

清掃リサイクル課 

管理課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続  ★  



 

 47

 
 

 

市民をはじめ、企業等との協働による森林保全や公園緑地等の維持管理、まちなかの緑化・美化

等の活動を進めていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

38 

市民協働による 

「青梅の森」の 

保全・運営 

・「青梅の森事業計画」にもと

づき、「青梅の森運営協議会」

や「青梅の森杣保プロジェク

ト」と連携して、市民協働に

より、「青梅の森」の保全・

運営を進めます（詳細は 77

頁参照）。 

公園緑地課 農林課 

環境政策課 健康課 

スポーツ推進課 商工観光課 

市民活動推進課 社会教育課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続   ★   
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

39 協働による森林の整備 

・森林所有者の協力を得ながら、市民ボランティ

アや企業、「青梅市みどりと水のふれあい事業

推進協会」等と連携した森林の保全活動を実施

します。 

農林課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

40 

市民参加による 

公園緑地等の維持管理 

体制の充実 

・地域の住民や自治会、小中学校 PTA等との協

働により、公園緑地等の継続的・定期的な維持

管理を行います。 

・協働による維持管理体制のない公園緑地等につ

いてはそのしくみづくりを検討します。 

公園緑地課 

指導室 

市民活動推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続   ★ 
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

41 

青梅市みどりと水の 

ふれあい事業推進協会 

の事業展開 

・「青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会」

を中心として、まちの緑化・美化活動、緑地保

全の普及啓発などを推進します。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
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緑を活かした環境教育・自然体験や農と親しむ機会を充実するとともに、緑に関する情報の蓄積

と発信を進めることで緑への愛着心を育成していきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

42 

緑を活かした 

環境教育・自然体験等の 

推進 

・学校教育や生涯学習事業等の中で、緑を活かし

た環境学習や緑に関する講習会を開催します。 

・自然体験や自然観察会等の緑や水辺に親しむイ

ベントを開催します。 

指導室 

社会教育課 

市民活動推進課 

公園緑地課 

農林課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続 ★   
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

43 農と親しむ機会の充実 
・遊休農地を活用した農業体験イベント等を検討

します。 
農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    中期中期中期中期    中期中期中期中期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

44 緑に関する情報の蓄積 

・本市の植生や動物などの生育・生息調査の実施

を検討します。 

・特に、希少種や外来種等の分布状況の把握方法

を検討します。 

環境政策課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

45 緑に関する情報の発信 

・蓄積されたデータを活かした動植物に関するパ

ンフレット等を作成します。 

・インターネット等を活用した青梅の自然紹介な

ど、効果的な情報発信の方法を検討します。 

・「杣保」や「杣」などの青梅の緑の歴史と文化

を紹介する方法を検討します。 

環境政策課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続  ★  
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公園緑地等や農と親しむ場、オープンガーデンなど、人が集い、緑とふれあう拠点を充実してい

きます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

46 
身近な公園緑地等の 

改修 

・「青梅市公園施設長寿命化計画」にもとづき、

公園施設の定期的な点検と計画的な改修を実

施します。 

・延焼防止帯や避難場所等となる公園緑地等の緑

の管理、防災設備の充実により、防災機能の向

上を図ります。 

・改修が必要な公園施設については、安全・安心

に利用できる公園を目指し、安全基準やバリア

フリー基準を準拠します。 

・改修時には、意見交換の場を設けるなどして、

地域住民の意向を把握し、子育て環境の充実や

高齢者の健康づくり等の利用ニーズを反映し

ます。 

公園緑地課 

防災課 

スポーツ推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続   ★ 
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

47 

周辺の公園緑地等の 

配置を勘案した指導の 

検討 

・青梅市開発行為等の基準等により、公園緑地等

が新設される際は、周辺の公園緑地等の配置を

勘案した指導ができるよう検討します。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

48 
農と親しむ場づくりの 

検討 

・管理体制が充実した貸し農園、企業や学校など

の団体単位で借りられる農園など、新たなタイ

プの農園整備を検討します。 

農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    中期中期中期中期    中期中期中期中期    中期中期中期中期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

49 
オープンガーデンの 

推奨 

・手入れされていない庭や接道部の未利用地の活

用方策を検討するなど、魅力ある庭をつくり出

すためのしくみづくりを進めます。 

・個人の庭を公開するオープンガーデンを推奨す

るための支援策を検討します。 

・オープンガーデンを広報することにより、民有

地の緑の観光資源化を図ります。 

公園緑地課 

商工観光課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    中期中期中期中期    前期前期前期前期    後期後期後期後期       
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公園緑地等の魅力向上とその魅力をＰＲしていくとともに、市民農園の利用促進や一時集合場所

の充実を進めるなど、利用したくなるような緑の拠点にしていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

50 
環境・景観等を考慮した 

公園緑地等の緑の更新 

・生物多様性の確保や魅力ある景観、作業効率等

を考慮した樹木の伐採を推進します。 

・緑を更新する際には、郷土種に配慮した樹木・

草花の種類を選定します。 

公園緑地課 

都市計画課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    中期中期中期中期    中期中期中期中期    中期中期中期中期      ★ 
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

51 
青梅を代表する 

公園緑地等の魅力向上 

・永山公園、吹上しょうぶ公園、梅の公園、霞丘

陵自然公園、花木園、釜の淵公園、交通公園な

どの公園緑地等の特色を活かした効率的な維

持管理が可能な植栽の充実・更新を図ります。 

・各公園の特色を活かしつつ、地域住民や来訪者

の利用ニーズを踏まえて公園施設の更新・改

修・整備を推進します。 

公園緑地課 

商工観光課 

市民安全課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続   ★ 
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

52 

管理マニュアルに 

沿った公園緑地等の 

点検・維持管理 

・管理マニュアルに沿った公園施設の点検、植栽

管理等の計画的な維持管理を推進します。 

・公園緑地等の周辺状況や利用状況の変化に応じ

た管理マニュアルの見直しを行います。 

公園緑地課 

スポーツ推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

53 
公園ガイドマップの 

作成 

・各々の公園緑地等の見所や利用価値をＰＲした

公園ガイドマップの見直しを行います。 

・ホームページ等により、特色ある公園の紹介を

充実させます。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

54 市民農園の利用促進 
・市民農園の利用促進を図った広報を行います。 

・市民協働による管理体制の確立を検討します。 
農林課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

55 
災害時の一時集合場所 

の充実 

・学校のグラウンドや寺社境内地、公園緑地、団

地の広場等から選定された一時集合場所にお

けるオープンスペースの確保や緑の管理によ

り、防災面・安全面の向上を図ります。 

公園緑地課 

防災課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
 

 

 

 

 

 

行政における体制や活動ネットワークの形成を図るとともに、ボランティア育成を進めることで、

緑とつながる人づくりとその活動の輪を広げていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

56 
行政における緑の 

まちづくり体制の充実 

・関連部署による全庁的な組織「青梅市みどりの

連絡委員会」を常設し、緑地保全と緑化の施策

を推進します。 

・関連部署による全庁的な組織「青梅の森連絡委

員会」を設置し、「青梅の森事業計画」を横断

的に推進します（詳細は 77頁参照）。 

・「多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会」を

モデルとした行政界を越えた広域的な緑の保

全を図ります。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期    ★   
 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

57 
緑に関する活動の 

ネットワークづくり 

・緑に関する活動を行っている市民団体やNPO、

企業等との交流の場づくりを検討します。 
公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    中期中期中期中期    後期後期後期後期    後期後期後期後期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

58 
緑のボランティアの 

育成 

・まちなかの緑化や公園の管理等を行う人材育成

を推進します。 

環境政策課 

公園緑地課 

市民活動推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続   ★ 
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

59 
農林業ボランティアの 

育成 

・森林ボランティアを育成するとともに、継続的

な活動を図った組織化を検討します。 

・他自治体との交流協定による他都市からの人材

を充実します。 

・援農ボランティアの育成を推進します。 

農林課 

環境政策課 

市民活動推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

60 
ボランティアリーダー 

の育成 

・緑に関する活動の継続と充実化を図ったリーダ

ー格となる人材育成を検討します。 

公園緑地課 

市民活動推進課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    後期後期後期後期    後期後期後期後期    後期後期後期後期    ★   
 

 

 

 

 

 

市役所・市民センターや学校、駅前において、施設の緑化や草花のプランター・植木鉢等の設置

により、四季が感じられるような修景を進めるとともに、道路沿いの街路樹やコミュニティー花壇

等の緑の充実を図っていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

61 
市役所・市民センター等 

の緑化修景 

・市役所、市民センターなどでは、民有地の緑化

モデルとなるような緑化修景を積極的に推進

します。 

・「東京都の自然保護条例」にもとづく緑化基準

に達していない施設では、施設改修に合わせて

緑化を推進します。 

環境政策課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

62 学校等の緑化修景 

・小中学校、保育園などの教育施設において、緑

化修景を推進します。 

・花壇や「みどりのカーテン」等を環境教育の一

環として活用します。 

・小中学校の校庭の芝生化の普及を図ります。 

・児童・生徒や PTA、自治会等との協働による

学校等の緑の維持管理の体制づくりを検討し

ます。 

環境政策課 

指導室 

施設課 

建築営繕課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
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番号 施策名 内 容 主な担当課 

63 駅前の緑化修景 

・駅前については、まちの魅力向上を図りつつ、

限られた空間を有効に活用した緑化修景と植

栽の維持管理を「青梅市みどりと水のふれあい

事業推進協会」と連携して推進します。 

・特に青梅駅周辺においては、「青梅駅周辺地区

景観形成基本計画」にもとづき、古木等の景観

重要資源への指定や駐車場緑化への配慮など

により、良好な景観形成を誘導します。 

企画政策課 

管理課 

都市計画課 

まちづくり推進課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続    ★ 
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

64 街路樹等の整備と管理 

・緑のネットワークの充実を図るため、道路の新

設や既設道路の改修等に合わせた街路樹や植

樹帯の整備を推進・促進します。 

・既存の街路樹や植樹帯の道路環境に合わせた適

切な維持管理を推進・促進します。 

土木課 

管理課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

65 
幹線道路沿いの緑化 

修景 

・幹線道路沿いの限られた空間においては、植栽

等に工夫を凝らした人目をひく緑化修景を推

進します。 

土木課 

管理課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

●●●●    前期前期前期前期    前期前期前期前期    前期前期前期前期       
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

66 
道路沿いへの花壇等の 

設置 

・「青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会」

を中心としてコミュニティー花壇の設置を推

奨します。 

・市民主体による花壇の維持管理への援助を継続

します。 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続   ★ 
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民有地において、開発等の際には緑の確保と緑地の配置を誘導するとともに、生垣設置助成や緑

化指導、緑の顕彰等の取り組みを通して、草花や植木等による民有地の緑の充実を図っていきます。 

 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

67 
開発行為等における 

適正な緑の確保 

・地区計画制度の活用、開発許可制度の運用によ

り、一定量の緑を確保します。 

・「青梅市開発行為等の基準及び手続に関する条

例」の公園施設の整備基準の見直しを検討しま

す。 

・「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづき、

届出を受けた際に郷土種の植栽をお願いする

など、良好な街なみの形成を誘導します。 

都市計画課 

まちづくり推進課 

公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

68 生け垣設置への助成 
・「青梅市生け垣設置費補助金交付要網」を継続

します。 
公園緑地課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

69 
緑化指導・緑化技術の 

普及 

・「青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会」

と連携してイベント時の苗木や花苗、種子の無

料配布を継続します。 

・モニター事業による苗や種子の配布を推進しま

す。 

・市役所等の公共施設において、庭づくりの見本

のとなる展示物を設置します。 

公園緑地課 

環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    
 

番号 施策名 内 容 主な担当課 

70 緑の顕彰 
・「みどりのカーテン」を含めた民有地の緑化を

促すコンテストを開催します。 
環境政策課 

新規 
地域別の実施時期 重点プロジェクトに関連する施策 

東部地域 西部地域 北部地域 「青梅の森」づくり 「杣保」材の活用 公園などの若返り 

 継続 継続 継続    

 

 

 



 

 


